
資料24 県内石油製品年度別使用量の推移

(単位 : k 1 )

蝨ドミ寒 揮 発 油 ナ フ サ
ジ ェ ッ ト

燃 料 油
灯 油 軽 油 A 重 油 B 重 油 C 重 油

燃 料 油

合 。十

62年度
使 用 量 222 , 6 0 9 .O 1 9 , 88 7 1 2 0 , 0 3 0 1 8 2 , 5 45 1 1 9 , 1 4 2 1 3 , 802 1 1 5 , 32 8 793 , 343

(構成比 ) ( 2 8 . 1 % ) ( 0 % ) ( 2 . 5 % ) ( 1 5 . 1 % ) ( 2 3 . 0 % ) ( 1 5 . 0 % ) ( 1 . 7 % ) ( 1 4 . 6 % ) ( 1 00 . 0 % )

前年伸率 1 . 4 △さ4 ‐ 5 5 . 2 8 . 1 9 . 2 △“ ‐ 2 9 . 2 5 . 8

63年度
使 用 量 233 , 06 2 O 2 1 , 5 0 5 1 3 3 , 7 9 7 2 0 8 , 3 7 9 1 3 7 , 78 6 7 , 47 9 1 42 , 7 3 2 885 , 1 00

(構成比 ) ( 26 . 3 % ) ( 0 % ) ( 2 . 4 % ) ( 1 5 . 1 % ) ( 2 3 . 6 % ) ( 1 5 . 6 % ) ( 0 . 9 % ) ( 1 6 . 1 % ) ( 1 00 . 0% )

前年伸率 4 . 7 8 . 1 1 1 . 5 1 4 . 3 1 5 . 6 △さ 4 5 . 8 23 . 8 1 1 . 6

兀年度
使 用 量 234 , 89 6 O 23 , 1 5 0 1 1 4 , 7 3 5 2 0 8 , 8 2 9 1 44 , 38 0 1 , 98 5 1 38 , 06 3 866 , 044

(構成比 ) ( 27 . 1 % ) ( 0 % ) ( 2 . 7 % ) ( 1 3 . 2 % ) ( 24 . 1 % ) ( 1 6 . 8% ) ( 0 . 2 % ) ( 1 5 . 9 % ) ( 100 . 0% )

前年伸 率 4 . 7 △“ . 7 とき 1 4 2 0 . 2 4 . 8 △ぶ 7 3 ‐ 5 △“ ‐ 3 2 . 2

2年度
使 用 量 244 , 87 7 O 2 9 , 7 3 0 1 3 1 , 6 7 3 2 1 4 , 624 1 5 0 , 9 5 1 378 1 36 , 0 1 3 908 , 246

(構成比 ) ( 27 0% ) ( 0 % ) ( 3 3 % ) ( 1 4 5 % ) ( 2 3 6 % ) ( 1 6 6 % ) ( 0 04 % ) ( 1 1 7 % ) ( 100 . 0% )

前年伸 率 4 . 2 28 . 4 1 4 . 7 2 . 8 4 . 6 △さ 8 1 ‐ 0 △ト ー ‐ 5 4 . 9

3年度
使 用 量 25 1 , 99 8 O 28 , 3 2 8 1 3 1 , 2 1 3 23 1 , 1 02 1 62 , 85 8 4 1 37 , 27 5 942 , 778

(構成比 ) ( 26 7 % ) ( 0 % ) ( 3 0 % ) ( 1 3 9 % ) ( 24 5 % ) ( 1 7 3 % ) ( 0 0 % ) ( 1 4 6 % ) ( 100 . 0% )

前年伸率 2 . 9 △さ4 . 7 △ぬ ‐ 3 7 . 7 7 . 9 △ト 9 8 ‐ 9 0 . 9 3 . 8

4年度
使 用 量 260 , 80 9 O 26 , 2 2 0 1 3 3 , 9 72 23 6 , 1 9 1 1 6 2 , 97 9 O 1 3 1 , 76 4 951 , 935

(構成比 ) ( 27 . 4 % ) ( 0 % ) ( 2 . 8 % ) ( 1 4 . 1 % ) ( 24 . 8 % ) ( 1 7 . 1 % ) ( 0 . 0 % ) ( 1 3 . 8% ) ( 100 . 0% )

前年伸 率 3 5 △ト7 4 2 1 2 2 0 1 皆減 △さ4 0 1 0

5年度
使 用 量 268 , 654 O 26 , 8 0 4 1 4 8 , 1 0 3 24 7 , 9 8 2 1 7 8 , 03 5 O 1 32 , 58 7 1 , 002 , 1 65

(構成比 ) ( 26 . 8 % ) ( 0 % ) ( 2 . 7 % ) ( 1 4 . 8 % ) ( 24 . 7 % ) ( 1 7 . 8 % ) ( 0 . 0 % ) ( 1 3 . 2 % ) ( 100 . 0% )

前年伸 率 3 . O 2 . 2 1 0 . 5 5 . O 9 . 2 0 . 6 5 . 3

6年度
使 用 量 28 1 , 04 7 O 24 , 6 6 0 1 4 2 , 6 5 9 26 6 , 4 5 6 1 9 1 , 96 3 O 1 47 , 43 4 1 , 054 , 2 1 9

( 構成比 ) ( 26 . 7 % ) ( 0 % ) ( 2 . 3 % ) ( 1 3 . 5 % ) ( 2 5 . 3 % ) ( 1 8 . 2 % ) ( 0 . 0 % ) ( 1 4 . 0 % ) ( 1OQ O% )

前年伸 率 4 . 6 △さ6 ‐ 9 △3 3 . 7 7 . 4 7 . 8 1 1 . 2 5 . 2

(注) ｢ エ ネ ル ギー生産 需給統。十年報｣ (通商産業大臣官房調査統。十部) よ り 抜すい

資料25 県内 自動車保有台数の推移

年 月
昭和62年

3 月 末

昭和63年

3 月 末

平成元 年

3 月 末

平成 2 年

3 月 末

平成 3 年

3 月 末

平成 4 年

3 月 末

平成 5 年

3 月 末

平成 6 年

3 月 末

平成 7 年

3 月 末

台 数 290 , 646 302 , 237 312 , 95 1 324 , 991 336 , 478 348 , 07 1 357 , 992 369 , 072 38 1 , 021

(鳥取陸運支局調べ)
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資料 26 環境基準類型指定概要図

川 水 域 名 隆司 類 型 {

N
/
4

斐伊川水系 の 中海 i 47 10 31 ｣ 湖 沼 A ! □ ★ 塩
　 　 　 　 　 　及 び 境 水 道 61 4 1 湖 沼 = -

I 霧翳驫稼国 483 2輯 海域 A I

纖贓讓 選･ 20 海域 B L蚕櫻騙綏総㈱.中川 A｣秀 ! 舌賞議鰡l 46 9 1中川 ｣
。 も他螢の海基地&簿 攣 A ‐ ! I I … 河内′を… れ, 雙=

“ 海 基最も泌評者擶仏 阿“ 川 熱舵 --一 期群 “ “ “ “ 嶺発寒‐ ““ “ 旧袋川
、 .… 一面識J= “囑 謬 “霧他治 “ 鵺 “ ““ ‐ 野 官 剣- -

新 佐職= ′ l 、 玉 勤庁 大路ノ ー !国府川 川

小鴨川 ロサ川 砂見川
小松谷川 日 委継続讓籾盤踞! 46 9 1 4 河 川 - AA J I

佐治川 千代火器流矮富川 i 46 . 9 1 4 河川魅法勝寺川 川

-
-N
N
サ
ー



資料27 水質の経年変化 (平成元~平成 6 年度)

水 域 名 地点名
B O D 年 平 均 値 ( mg / “ )

元 年 度 2 年 度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度

( 河 川 )

( 1 級河川 )

千代川 水系

千 代 川

八 東 川

私 都 川

佐 治 川

天神川 水 系

天 神 川

小 鴨 川

三 徳 川

加 茂 川

賀 露

行 徳

源 大 橋

稲 常

佐 貫

市 瀬

毛 谷

片 山

万 代 寺

岸 野

下 門 尾

小 原

田 後

小 田

大 原

今 泉

穴 鴨

巌 城

河 原 町

関 金

今 西

大 瀬

片 柴

森

0 . 8

1 . O

0 . 9

0 8

0 . 8

0 . 7

0 . 6

0 . 7

0 . 6

0 . 5

0 . 7

0 . 7

1 . 1

1 . O

1 . O

0 . 6

0 . 6

0 . 8

0 . 7

0 . 7

0 . 7

0 . 9

0 . 6

0 . 6

0 . 9

1 . 1

0 . 7

0 9

0 . 8

0 . 8

0 . 6

0 . 8

0 . 7

0 . 6

0 . 9

0 . 8

1 . 1

1 . 2

1 . 2

0 . 9

0 . 7

1 . O

0 . 9

1 . 1

0 . 7

0 . 9

0 . 7

0 . 8

0 . 9

0 . 9

0 . 8

1 1

1 . O

0 . 7

0 . 6

0 . 7

0 . 6

0 . 5

0 . 6

0 . 6

1 . 3

1 . 1

0 . 9

0 . 8

0 . 9

0 . 9

1 . O

1 . O

0 . 8

1 . O

0 . 8

0 . 8

1 . 2

1 . O

0 . 7

1 4

0 . 9

0 . 8

0 . 7

0 . 8

0 . 8

0 . 8

0 . 9

0 . 9

1 . 2

0 . 9

0 . 9

0 . 7

0 . 7

0 . 9

0 . 8

0 . 8

0 . 7

0 . 9

0 . 8

0 . 7

1 . 2

1 . O

1 . O

0 9

0 . 9

0 . 8

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 . O

0 . 8

0 . 6

0 . 5

0 . 5

0 . 6

0 . 6

0 . 6

0 . 5

0 . 6

0 . 6

0 . 6

2 . 1

1 . 4

1 . 4

1 6

1 . 6

0 . 8

0 . 7

1 . 1

0 . 9

0 . 7

1 . 1

0 . 8

1 . 1

1 . 1

1 . O

0 . 9

0 . 9

1 . 2

1 . 2

1 . 3

0 . 9

0 . 9

0 . 8

0 . 9

注 × / y 環境基準に不適合の 日 数/総測定 日 数
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度

4

4

6

6

8

1 1

0 9

0 7

1 1

0 8

1 1

1 1

1 0

0 9

0 9

1 2

1 2

1 3

0 9

0 9

0 8

0 9

B O D 最小値~最大値 ( mg/ “ ) x / y

元 年 度 2 年 度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度 鰄 2饑 3饑 4饑 5饑 6饑

<0 . 5h)1 . 1

0 . 5()3 . 5

<0 . 5h)1 . 8

<0 . 5h)1 . 9

<0 . 5h)1 . 3

<0 . 5h)0 . 9

<0 . 5^)1 . O

<0 . 5h)1 . 7

く〇 ‐ 5h)1 ‐ 5

<0 . げ○ , 6

<0 . 5し1 . 7

<0 . けし1 . 2

0 . 5ノ〉2 . 7

<0 . けし2 . 3

0 . 5′〉1 . 4

<0 . けし1 . 1

<0 . げ○ , 7

0 . 5′〉1 . 4

<0 . けし1 . O

<0 . げ○ . 8

<0 . けし1 . O

0 . 6ノ〉1 . 5

<0 . 5し1 . O

<0 . けし1 . O

<0 . けし2 . 1

<0 . けし2 . 1

<0 . けし1 . 5

<0 . けし1 . 6

<0 . けし1 . 6

<0 . けし1 . O

<0 . けし1 . O

<0 . けし1 . 2

<0 . けし1 . 2

<0 . か○ . 7

<0 . けし1 . 5

<0 . けし1 . O

0 . 6ノ)1 . 8

0 . 6ノ〉2 . 1

<0 . けし2 . 1

<0 . けし1 . 7

<0 . けし1 . 1

0 . 5′)1 . 9

0 . 5ノ)1 . 5

0 . 5ノ〉1 . 9

<0 . けし1 . 2

<0 . けし1 . 5

<0 . けしL 2

<0 . けし1 . 2

<0 . 5()1 . 3

0 . 5h)1 . 4

<0 . 5()1 . 4

く〇 ‐ 5^)2 ‐ 4

<0 . 5()2 . 3

<0 . 5()1 . 1

<0 . 5^)1 . O

<0 . 5()1 . O

<0 . 5h)0 . 8

く0 . げゆ . 6

<0 . けし1 . 1

<0 . をC . 9

0 . 8′〉2 . 1

0 . けし2 . 3

<0 . けし1 . 2

<0 . 5し1 . 3

<0 . けし2 . 1

<0 . 5し1 . 4

<0 . けし2 . 5

0 . 5し2 . O

<0 . 5し1 . 8

0 . けし2 . O

<0 . 5し1 . 5

<0 . 5し1 . 6

0 . 7()2 . O

0 . 7()1 . 9

<0 . 5h)1 . 2

<0 . 5ハ)2 . 6

0 . 5()L 2

<0 . 5^)1 . O

<0 . 5(し2 . O

<0 . 5(し1 . 6

<0 . 5^)1 . 2

<0 . 5^)1 . 4

<0 . 5h)1 . 6

<0 . 5h)3 . O

<0 . 5h)2 . 1

<0 . 5^)2 . 5

く〇 ‐ 5(し2 ‐ 3

<0 . けし1 . O

<0 . けし1 . 5

<0 . けし1 . 6

<0 . けし1 . 7

<0 . けし1 . 9

<0 . けし2 . 2

<0 . けし1 . 9

<0 . けし1 . 7

<0 . けし1 . 9

<0 . 5し3 . 5

0 . 6し1 . 5

<0 . けし1 . 7

<0 . けし2 . O

0 . 6′)1 . 3

<0 . 5し1 . 1

<0 , げゆ . 9

<0 . けし1 . 2

<0 . けし1 . 2

<0 . けし1 . 3

<0 . 5し1 . 6

く0 . けし1 . 7

<0 . 5し1 . 8

<0 . けし1 . 7

<0 . けし1 . 1

く0 , げ○ , 6

<0 , かゆ . 8

<0 . 5し1 . O

く0 ,げゆ . 9

く0 . けし1 . 1

<0 , げ粉 . 7

<0 , を○ , 8

<0 . けし1 . O

<0 . けし1 . 4

0 . サ毛 , 9

0 . けし2 . 5

0 . 5ノ〉2 . 7

0 . 7ノ)3 . 9

0 . 7ノ〉3 . O

<0 . けし1 . 4

<0 . けし1 . 1

<0 . けし3 . 2

<0 . けし1 . 6

<○ ･ 5()1 ･ 1

く0 ･ 5()3 ･ 8

くく0 ･ 5~1 ‐ 4

0 . 7()2 . 1

<0 ･ 5(}2 ･ 2

く〔0 ‐ 5()1 ･ 7

0 . 5ノし1 . 4

<0 . けし1 . 9

<0 . けし2 . 9

0 . 5ノ)2 . 5

0 . 6ノ}3 . 3

<0 . けし1 . 7

<0 . けし1 . 9

<0 . けし1 . 8

<0 . けし1 . 8

0/12

1/13

2/12

1/ 12

1/12

0/12

0/12

/12

/12

/12

/12

/12

1/12

1/29

6/ 12

1/12

0/12

/12

/12

/12

/12

/12

/12

/12

1 /12

1ハ2

1/12

4/12

3/12

0/12

0/12

/12

/12

/12

/12

/12

0/12

1 /28

5/12

4/12

1ん2

/12

/12

/12

/12

/12

/ 12

/12

0/12

0/12

4/12

6/12

4/12

2/12

0/12

/12

/12

/12

/12

/12

1 /12

1 /30

3/12

2/12

3/12

/12

/12

ん2

/12

/12

/12

/12

0/12

0/12

1/ 12

7ん2

2/12

0/12

2/12

/12

/12

/12

/12

/12

1 / 12

1/30

3ん2

0/12

1/12

/12

/12

/1 2

/12

/12

/12

/12

2/ 12

0ん2

3/ 12

2/12

3/12

3/12

0/ 12

/12

ん2

/12

/12

ん2

0/12

0/29

1/ 12

0/12

0/12

/12

/ 12

/12

/12

/12

/ 12

/ 12

4/ 12

1 / 12

6/ 12

9/ 12

8 / 12

2/12

1 /12

/ 12

/12

/12

/12

/12

1 / 12

1 /28

3/12

2/ 12

4/ 12

/12

/12

/ 12

/12

/12

/ 12

/ 12
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水 域 名 地点名
B O D 又 は C O D 年平均値 ( mg/ “ )

元 年 度 2 年 度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度

日 野川 水 系

日 野 川

法 勝 寺 川

板 井 原 川

( 2 級河川 )

蒲 生 川

塩 見 川

河 内 川

勝 部 川

由 良 川

加 勢 蛇 川

阿 弥 陀 川

佐 陀 川

( 都市河川 )

旧 袋 川

玉 川

旧 加 茂 川

( 湖 沼 )

湖 山 池

東 郷 池

多 鯰 ヶ 池

中 海

(海 域 )

美 保 湾

日 本海沿岸

皆 生

車 尾

八 幡

溝 口

武 庫

下 榎

生 山

矢 戸

福 市

法 勝 寺

高 尾

3 地 点

れ7

乙7

イン

ん7

れッ

れ7

イン

7 地 点

5 地 点

ん7

4 地 点

"7

3 地 点

4 地 点

8 地 点

ん7

0 . 8

0 . 7

0 . 7

0 . 7

0 . 6

0 . 6

0 . 6

0 . 6

1 . O

1 . 1

0 . 6

0 . 6()0 . 8

0 . 5()1 . 2

0 . 5()1 . 2

0 . 6()2 . 7

｢1 . 7()3 . 2

0 . 6()1 . O

0 . 6()1 . 1

0 . 8()1 . 9

1 . 4()3 . 5

0 . 7()20

4 . 5()9 . 8

5 . 5()5 . 8

4 . 9()5 . 1

4 . 3()4 . 5

2 . 5()5 . 2

1 . 4′〉2 . 2

<0 . 5ノ〉1 . 3

1 . 1

0 . 8

0 . 6

0 . 6

0 5

0 . 6

0 . 6

0 . 5

1 , 1

1 . 2

0 . 5

0 . 8()1 . 1

0 . 7()1 . O

0 . 5()1 . 3

0 . 7()2 . 3

2 . 6()3 . 4

0 . 8()1 . 2

0 . 6()0 . 9

0 . 9()1 . 2

2 . 1()3 . 7

1 . 0()23

2 . 4()4 . 1

5 . 2()5 . 5

4 . 5()4 . 6

3 , 7()4 . 6

2 . 5()5 . 7

1 . 3()2 . O

0 . 5()1 . O

0 . 8

0 . 7

0 . 8

0 . 8

0 . 9

0 . 7

0 . 7

0 . 6

1 . 1

1 . 1

0 . 7

0 . 7()0 . 9

0 . 7()1 . 6

0 . 6()0 . 8

0 . 7()1 . 3

1 . 4()2 . 3

0 . 5()1 . O

0 . 5

0 . 6()0 . 9

1 . 7()3 . 1

0 . 9ハし17

2 . 4()4 . 9

5 . OA)6 . O

4 . 9()5 . 6

3 . 9(し4 . 3

2 . 5()5 . 3

1 . 4()2 . 1

0 . 8()1 . 1

0 . 9

0 . 7

0 . 7

0 . 7

0 . 7

0 . 6

0 . 6

0 . 6

1 . 1

1 . 2

0 . 5

0 . 9hし1 . 6

0 . 7()2 . 1

0 . 6()1 . 3

0 . 8()1 . 7

1 . 4()2 . O

0 . 5()0 . 8

<0 . 5()0 . 8

0 . 5()0 . 7

1 . 6()3 . O

0 . 9()1 1

1 . 6()3 . 2

6 . 8()7 . 8

4 . 2()4 . 5

4 . OA)5 . 1

2 . 3()4 . 9

1 . 3()2 . 1

0 . 9h)1 . 4

0 . 7

0 . 7

0 , 7

0 . 7

0 . 6

0 . 7

0 . 6

0 . 5

1 . 1

0 . 9

0 . 6

1 . ○い)1 . 3

1 . 3ノし1 . 6

0 . 6ノし1 . 1

0 . 7′)1 . 8

1 . 5′〉2 . 5

0 . 5ノし0 . 9

<0 . 5ノし0 . 5

<0 . 5′し0 . 6

1 . 5()2 . 2

0 . 7()15

1 . 7()3 . 7

5 . 2()5 . 7

3 . 6()3 . 7

4 . 2()5 . 1

2 . 8()4 . 7

1 . oh)1 . 7

0 . 5()1 . O

1 . 4

1 . 1

0 . 9

1 . O

0 . 9

0 . 7

1 . O

0 . 8

1 . 6

1 . 4

0 . 6

1 . 0()2 . 7

1 . 2()2 . O

0 . 6()3 . O

0 . 9()2 . 5

1 . 7()2 . 4

1 . 0()1 . 2

1 . 2()1 . 3

1 . 2()1 . 4

1 . 7()5 . O

0 . 9()9 . 9

1 . 9()3 . 9

7 . 7()12

4 . 1()4 . 3

3 . 2()3 . 5

2 . 9()5 . 2

0 . 8ノ〉2 . 1

<0 . 5へ○ . 7
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B O D又はC O D最小値~最大値 (mgノ リ x / y

元 年 度 2 年 度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度 饑 2饑又 3饑又 4錢又 5饑 6饑

<0 . けし1 . 4

<0 . けし1 . 7

く0 . けし1 . 4

0 . 5′〉1 . 4

<0 . かゆ , 9

<0 , かゆ . 8

<0 , かゆ , 8

<0 , かゆ , 8

0 . 6ノ〉2 . O

0 . 5′し2 . 1

<0 . けし1 . 1

<0 . けし1 . 1

<0 . 序し1 . 6

<0 . けし2 . 4

<0 , かお , 7

0 . 7ノ〉5 . 2

<0 . けし1 . 2

<0 . けし1 . 6

<0 . けし3 . 4

<0 . 5(し9 . 4

<0 . 5^)L20

1 . 7()43

3 . 3()8 . 9

2 . 4()7 . 9

3 ‐ 9き)5 ‐ 1

1 . 3()6 . 7

0 . 7′)4 . O

く0 . けし1 . 8

<0 . けし2 . 8

<0 . 5′〉1 . 8

<0 . 5ノ〉1 . 2

<0 . を○ , 9

<0 , かゆ , 8

<0 . 5ノ〉1 . O

<0 . 5へ○ . 9

<0 . 5へ○ . 8

0 . 5ノ〉2 . 2

<0 . 5し2 . 3

<0 . 5へ○ . 6

<0 . けし1 . 9

<0 . けし1 . 5

<0 . 5′)2 . 2

0 . 5ノ〉10

1 . 3へ6 . 2

<0 . けし1 . 7

<0 . 5′〉1 . 5

<0 . けし2 . 9

0 . 8()7 . 4

<0 . 5()80

1 . 4()8 . 7

2 . 8()8 . 5

2 . 4()7 . 1

2 . 6(M6 . 6

1 . 4()11

<0 . 5ノ》3 . O

<0 . けし1 . 1

<0 . けし1 . 3

<0 . けし1 . 3

<0 . けし2 . O

<0 . けし1 . 6

<0 . けし1 . 8

<0 . けし1 . 4

<0 . けし1 . 8

<0 . けし1 . O

0 . 7′〉1 . 4

0 . 6し1 . 4

<0 . 5(し1 . 5

<0 . 5^)1 . 1

<0 . 5()2 . O

<0 . 5()1 . 2

<0 . 5^)2 . 2

0 . 9hし3 . O

<0 . 5h)1 . 6

<0 . 5^)0 . 6

<0 . 5()1 . 4

0 . 7()13

<0 . 5()47

0 . 9^)24

3 . 1()14

3 . 7()14

3 . oh)6 . O

1 . 4()10

<0 . けし4 . 4

<0 . 序し1 . 7

<0 . 5し1 …2

<0 . けし1 . 5

<0 . 5し1 . O

<0 . けし1 . 2

<0 . けし1 . 2

<0 . けし0 . 9

<0 . 5し0 . 8

<0 . けし0 . 8

0 . 7ノ)1 . 7

0 . 6ノ〉2 . 5

<0 . 5h)0 . 7

0 . 6()2 . 6

く0 ‐ 5き)3 ‐ 〇

<○ ･ 5h)1 ･ 4

0 . 6()3 . 2

0 . 6()2 . 8

<○ ･ 5^)1 ･ 1

<○ ･ 5~1 ･ 2

<0 . 5h)0 . 9

0 . 5ノ〉5 . 4

<0 . 5ノ)46

<0 . けし8 . 4

3 . 9し20

2 . ○し6 . 8

3 ･ 1′}6 ･ 2

1 . 3ノし7 . 5

0 . 5′}4 . O

<0 . 5し1 . 8

0 . 5()1 . 3

<0 . 5ハ)1 . 2

<0 . 5()1 . 1

<0 . 5^し1 . 2

<0 . 5ハ)0 . 8

<0 . 5()1 . 8

<0 . 5^)1 . O

<0 . 5()0 . 8

0 . 6()2 . 4

<0 . 5^し2 . O

<0 . げ○ , 9

<0 . けし2 . 3

0 . 5ノ》2 . 5

<0 . けし2 . 4

<0 . けし7 . 3

0 . 6ノ〉5 . 1

<0 . けし1 . 6

<0 , をゆ , 6

<0 . けし0 . 8

0 . 6()5 . 8

<0 . 5()32

0 . 6()8 . 8

2 . 7()9 . 7

2 . 2()5 . 3

3 . 2(“6 . 9

1 . 7()8 . 2

0 . 5′し2 . 8

<0 . けし1 . 2

0 . 5()3 . 6

<0 . 5()2 . 7

<0 . 5()1 . 7

<0 . 5()1 . 8

<0 . 5()1 . 6

<0 . 5()1 . 4

<0 . 5()1 . 9

<0 . 5()1 . 5

0 . 6()3 . 4

0 . 5()2 . 6

<○ ･ 5ノ〉1 ･ 1

<0 . 5ノ}8 . 4

<0 . 5′〉2 . 7

<0 . 5′)8 . 7

<0 . 5′)5 . 6

0 . 5′〉4 . 5

<0 . 5ノし1 . 8

<0 . 5′〉2 . O

0 . 5/)2 . 5

0 . 7()13

<0 . 5()35

0 . 9()1 1

3 . 3()18

2 . 2()6 . 1

2 . 1()4 . 5

1 . 5()8 . 5

<0 . 5′し4 . 5

<0 . 5へ○ . 8

0/1 2

0/30

1 / 1 2

2/ 12

0/12

0 /12

0/12

0/12

/ 12

/12

/12

/12

/12

/12

/12

/12

/12

/ 12

/12

/ 102

/60

/55

48/48

43/48

/12

55/96

23/96

0/19

1/ 12

0/30

1/ 12

0/ 12

0/12

0/ 12

0/ 12

0/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/22

/ 12

/ 12

/ 12

/12

/1 14

/60

/50

46/48

42/48

/ 12

42/87

16/96

0/24

0/ 12

0/30

1/ 12

1/ 12

3/ 12

1/ 12

2/ 12

0/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

ん2

/ 12

/ 12

/22

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/1 00

/60

/52

48/48

48/48

ん2

56/90

2 1/96

0/24

0/ 12

0/30

0/ 12

2/ 12

1 / 12

0/ 12

0/ 12

0/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/22

/ 12

/ 12

/ 12

/12

/1 02

/60

/60

48/48

36/48

/ 12

40/78

8/96

0/24

0/1 2

0/30

1 / 1 2

1 / 12

0ん2

1/1 2

0/12

0/12

/12

/12

/1 2

ん2

/1 2

/12

/22

/1 2

/12

/12

ん2

/ 102

/60

/55

45/48

33/48

ん2

47/8 1

7/96

0/24

2/12

1 /30

4/12

4/ 12

5/12

2 /1 2

4/12

3/12

/12

/12

/1 1

/ 12

/12

/1 1

/26

/12

/12

/ 12

/12

/95

/60

/60

48/48

39/48

/12

42/60

5/96

0/24
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2 生活環境項目

水 域 名 類 型 N

p H D 0 ( ng / “ )

x/y % m1n~maX x/y % m1n~maX

河川
千 代 川

ん7

天 神 川

ん7

日 野 川

‘ソ 飴A鉛A螢A ｢リハソムndnソムハh〕?“ nY4月嗅̂=〕〆4AÛbぬ〕̂乙4±4丁7‘4士//////1▲14̂ÛÛÛU
1 7

4 2

O

O

O

O

6 4 () 8 1

6 6 () 8 6

6 7 () 8 0

6 7 () 7 5

6 8 () 7 9

6 . 8 () 7 . 7 釦芻3640残物//////｢I444〔UQUAYヤリ
1 7

1 6 7

O

7 5

O

1 1 . 9

5 3 () 1 3

6 9 () 1 2

7 6 () 1 3

7 0 () 1 2

7 9 () 1 3

5 . 6 () 1 3

湖沼
湖 山 池

東 郷 池

中 海 AAA メ44土QJ
18/48

9 /48

20/132

3 7 5

1 8 8

1 5 . 2

7 0 () 9 9

6 8 () 8 9

8 . 0 () 9 . 1

5 /48

5 /48

51/132

1 0 4

1 0 4

3 8 . 6

6 0 () 1 3

4 6 () 1 2

4 . 1 () 1 2

海域
美 保 湾

んッ

日 本 海 ABA 71第 428R〕1▲7‘ノノノ061▲n乙
9 5

8 3

2 . 6

8 1 () 8 4

8 1 () 8 4

8 . 1 () 8 . 5

34/84

0 /12

1 5/24

4 0 5

O

6 2 . 5

6 4 () 9 8

6 6 () 9 5

6 . 8 () 8 . O

。十

河 川

ん7

湖 沼

海 域

"グ 俎AAAB 14617お1
1 /176

1 /1 14

47/228

10/162

1 /12

0 6

0 9

2 0 6

6 2

8 3

6 4 () 8 1

6 6 () 8 6

6 8 () 9 9

8 1 () 8 5

8 1 () 8 4

1 /168

12/106

61/228

49/108

0 /12

0 6

1 1 3

2 6 8

4 5 4

O

5 3 () 1 3

5 6 () 1 3

4 1 () 1 3

6 4 () 9 8

6 6 () 9 5

合 。十 71 60/692 8 7 123/622 1 9 8

注 × / y 環境基準に不適合の 日 数/総測定 日 数
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B OD又はC OD (mg/ “ ) S S 又 は油分 ( mg/ “ ) 大 腸 菌 群 数 ( M P N / 1 0 om l )

x/y % m1n~maX x/y % mln~maX x/y % m ln ~m aX

(BOD)

26/60

5 /24

9 /36

2 /40

22/72

3 /42

4 3 3

2 0 8

2 5 0

5 0

3 0 6

7 . 1

< 0 . 5 ′し3 . 9

0 . 9 ノし6 . 9

< 0 . 5 ′し 1 . 9

< 0 . 5 ノし2 . 2

< 0 . 5 ′し 1 . 9

く 0 , 5 ′し3 , 6

( S S . ) .

3 /60

4 /24

0 /36

0 /40

3 /72

1 /42

5 0

1 6 7

O

5 0

4 2

2 . 4

< 1 () 1 1〇

2 ()62

< 1 () 14

く 1 () 13

< 1 ()77

< 1 ()26

60/60

20/24

36/36

39/40

72/72

39/42

1 0 0

8 3 3

1 0 0

9 7 5

1 0 0

9 2 . 9

2 . 3 × 10 2 ノ〉2 . 3 × 10 5

4 . 9 × 10 ()>2 . 4 × 10 5

2 . 4 × 10 2 ′}4 . 9 × 10 4

7 . 9 × 10 2 ′〉7 . 9 × 10 4

1 . 7 × 10れ)7 . 9 × 10 4

5 . 0 × 10 2 ′)2 . 4 × 10 4

(COD)

48/48

39/48

78/132

1 0 0

8 1 3

5 9 . 1

3 . 3() 18

2 . 2 ()6 . 1

0 . 8 ()8 . 5

( S S )

30/48

31/48

52/132

6 2 5

6 4 6

3 9 . 4

1 ()31

2 ()18

1 ()23

15/48

7 /48

6 /96

3 1 3

1 4 6

6 . 3

8 . 1()4 . 7 × 10 4

2 . 8 × 10 ()8 . 4 × 10 3

< 1 ･ 8()3 ･ 3 × 10 3

(C OD)

5 /84

0 /12

0 /78

6 . O

O

O

< 0 . 5 ′し4 . 5

0 . 6 ′し 1 . 5

< 0 . 5 ′}2 . O

( 油 分 )

0 /84

0 /12

0 /24 =̂〕̂Unv
N D

N D

N D

1 /84

-/12

0 /24

1 . 2

O

< 1 . 8ノし9 . 2 × 10 2

< 1 . 8ノし1 . 7 × 10 2

< 1 . 8′〉2 . 2 × 10 2

57/168

10/106

165/228

5 /162

0 /12

3 3 9

9 4

7 2 4

3 . 1

O

< 0 . 5()3 . 9

< 0 . 5 ()6 . 9

0 . 8() 18

< 0 . 5()4 . 5

0 . 6 () 1 . 5

6 /168

5 /106

1 13/228

0 /108

0 /12

3 6

4 7

4 9 6

O

O

< 1 ~1 10

< 1 ~62

1 ~31

N D

N D

168/168

98/106

28/192

1 /108

-/12

1 0 0

9 2 5

1 4 6

0 . 9

1 . 7 × 10 2~2 . 3 × 10 5

4 . 9 × 10 ~>2 . 4 × 10 5

< 1 . 8′)4 . 7 × 10 4

< 1 . 8′し9 . 2 × 10 2

< 1 . 8ノし1 . 7 × 10 2

237/676 3 5 . 1 124/622 1 9 9 295/586 5 0 3
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資料28 水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づ く 上乗せ排水基準

(1 ) 中海流入区域に適用 さ れ る 上乗せ排水基準

特定事業場の区分 牛
馬
置
業

、
は
没
事

没
又
を
定

施
設
段
特

房
施
施
る

豚
房
房
す
場

製
食

、
又
料
ひ
製
特

品
産
業
料
肥
及
脂
る

料
水
造
飼
質
業
油
係
場

食
、製
系
機
遺
物
に
業

産
業
品
物
有
製
植
業
事

畜
造
料
動
は
の
動
造
定

渡
す
場

施
置
業

理
農
事

処
を
定

尿
盤

役
技
事

施
を
定

理
み
特

処
の
る

腺
⑬
翳

埋
る

処
す

末
置
場

終
没
業

道
を
事

水
没
定

下
施
特

灘
の

的
ト

均
一

呼
あ

り
立

た当
量
位

相
騨
饉

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

工
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

五
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

五
0

、
0
0
0
未
満

五
、
0
0
0
以
上

五
0

、
0
0
0
以
上

項
目

及
び

許
容

限
度

水素イオン濃度 (水素指数)

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

素
量

ル
ム

酸
ト

フ

的
ッ
グ

学
求
“
"

化
き

物
粒
つ

生
姜
住
腋

最
大

ニ
ハ
○

/
/
/
/

一
六
〇

/
/

/
/ 一
六
〇

/
/

/
/

一
六
〇

/
/

/
/

一
六
〇

/
/
/
/

者
/

平
均

日
間

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

三
〇

三
〇

二
〇

三
〇

三
〇

二
〇

二
〇

二
〇

二
〇

一
〇

素
量

ル
ム

ト
ー
フ

酸
ソ
グ

的
求
“
“き

し

学
位

つ
化
要

…倖
舵

最
大

一
六
〇

/
/

/
/ ニ
ハ
○

ノ
ノ

/
/ 一
六
〇

/
/
/
/

一
六
〇

/
/

/
/ 一
六
〇

/
/

/
/
/
/

平
均

日
間

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

三
〇

三
〇

二
〇

三
〇

三
〇

二
〇

三
〇

三
〇

三
〇

一
五

量
ル
ム

ト
冒
フ

質
ソ
グ

物
“
"き

し

遊
位

つ
浮

饅碇

最
大

二
〇
〇

/
/
/
/

二
〇
〇

/
/

/
/
/

二
〇
〇

/
/

/
/

二
〇
〇

/
/
/
/

二
〇
〇

ノ
ノ
/
/

/
/

平
均

日
間

一
五
〇

/
/

/
/ 一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/

/
/ 一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/
ノ
ノ

/
/

載
増
方
“
&

鑑
み燈
輻

嶺

鉱油類 含有量 最
大 五

/
/
/

/ 五

/
/
/

/ 五

/
/

/
/ 五

ノ
ノ
/

/ 五

/
/

// /
/動植物油脂類含有量 最

大

三
〇

/
/
/

/

三
〇

/
/
/

/

三
〇

/
/

/
/

三
〇

/
/

/
/

三
〇

/
/

/
/

/
/

数
ン
き

麗鬱
勢個

平
均

日
間

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇窒素含有量(岸為忍多少幻 平

均
日
間

三
〇

三
〇

三
〇

五
〇

五
〇

三
〇

二
〇

二
〇

一
五

二
五

二
五

一
五

三
五

三
五

三
五

二
〇

量
払

有
努

含
為

燐
偲 平
均

日
間 四 四 三 五 五 三 二 二 二 五 五 三 三 三 ニ 一

場業事定特&既

川
1P
I

1--
-
-
l
1
-
I
1
l
l
f
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新 設 特 定 事 業 場

そ の他の特定
事業場

豚房施設、 牛
房施設又は馬
房施設を設置
す る特定事業
場

畜産食料品製
造業、 水産食
料品製造業 、
動物系飼料又
は有機質肥料
の製造業及び
動植物油脂製
造業に係 る特
定事業場

し尿処理施設
(A) を設置す
る 特定事業場

し尿処理施設
(B ) のみを設

置す る特定事
業場

下水道終末処理
施設を役置す る
特定事業場

そ の他の特定
事業場

五〇未満二五以上 一、000未満五〇以上 000以上 五〇未満二五以上 一、000未満五〇以上 000以上 五〇未満二五以上 一、000未満五〇以上 000以上 五〇未満二五以上 一、000未満五〇以上 000以上 五〇未満二五以上 五、000未満五〇以上 000以上 五〇未満二五以上 駈、000め未嫡 五0、000未満五、000以上 五0、000以上 五〇未満二五以上 一、000未満五〇以上 000以上
八･六以下五･八以上 // 八･六以下五･八以上 // 八･六以下五･八以上 // ′ 八･六以下五･八以上 // 八･六以下五･八以上 // ′ 八･六以下五･八以上 /// 八･六以下五･八以上 ////- /
○ // ○ // 6 // 6 // ○ // / ＼

○ /// ○ //
○ ○ ○ g 8 g 8 3 B 〇 ○ ○ 0 一 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○

○ // 6 // 6 // 6 // 6 // ノ 、

○ //ノ 6 //
○ ○ 〇 8 g 8 g g g ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 五 五 ○ ○ ○

8 // 8 // ○○ // 8 // 8 // 8 /// 8 //
8 // 8 // 8 // 8 // 8 // 8 /// 8 //
五 // 五 // 五 // 五 // 五 // 五 /// 五 //
○ // ○ // ○ // ○ // ○ // ○ /// ○ //

00〇 // ○○○ // 00〇 // 00〇 // 8 //- 8 /// 8 //
五 五 五 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 五 ○ ○ 五 ○ ○ ○ 五 ○ ○ 五

四 四 四 艇
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場
排
水

、
雨
水
そ
の
他
の
特
殊
な
排
水
を
除
く
J
を
処
理
す
る
施
没
以
外
の
も
の
を
い

っ
て
市
町
村
が
設
置
し

、
便
所
と
連
結
し
て
し
尿
を
又
は
し
尿
と
併
せ
て
雑
排
水

(工

尿
処
理
施
設
で
あ

っ
て

、
同
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
計
画
に
従

関
す
る
法
律

(昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号

)
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
し

こ
の
表
に
お
い
て

、
｢
し
尿
処
理
施
設

(
A
こ
と
は

、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

業
場
以
外
の
特
定
事
業
場
を
い
う

。

工
事
を
し
て
い
る
も
の
を
含
む
J
を
い
い

、
｢新
長
特
定
事
業
場

｣
と
は
既
設
特
定
事

れ
た
日
を
い
う
J
前
に
既
に
特
定
施
役
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場

(役
置
の

よ
り
新
た
に
特
定
施
長
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
特
定
施
設
が
定
め
ら

質
汚
濁
防
止
法
施
行
令

(昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号

)
別
表
第

一
の
改
正
に

こ
の
表
に
お
い
て

、
｢
既
設
特
定
事
業
場

｣
と
は
昭
和
六
十
三
年
十

一
月

一
日

(水

薬
場
を
い
う

。

施
設

｣
と
い
う
J
を
除
く

。
以
下

｢
特
定
施
設

｣
と
い
う
J
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事

規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
特
定
施
没
と
み
な
さ
れ
る
施
設

(以
下

｢
み
な
し
特
定

没
(湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法

(昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十

一
号

)
第
十
四
条
の

こ
の
表
に
お
い
て

｢特
定
事
業
場

｣
と
は

、
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施

Q
J

( 2) 美保湾流入区域に適用 さ れ る 上乗せ排水基準

特定事業場の区分 製
び
学
係
事

プ
及
化
に
定

ル
業
材
業
特
場

パ
造
木
工
る
業

の
業

他
事

の
定

そ
持
場

蝋鸚鯛
碗

劾
鑪

相

五
〇
未
満

二
五
以
上

五
〇
以
上

五
〇
未
満

二
五
以
上

五
〇
以
上

項
目

及
び

許
容

限
度

度濃
拗

オ
翳

礬
泳

水

河
川
湖
沼

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

海
域

九
･
0
以
下

五
･
0
以
上

九
･
0
以
下

五
･
0
以
上

量
、
′

求
ル
ム

要
ト

フ
素

ッ
グ

酸
J
リ

的
1
ミ

学
き

化
位

つ
物

単
に

生
/
、

最
大

一
六
〇

一
二
〇

一
六
〇

日
間
平
均

一
二
〇

九
〇

一
二
〇

量
、増
y

求
“
裂

要
ッ
グ

素
リ
リ

酸
1
ミ姦

し

徽
健

最
大

一
入
〇

一
二
〇

ニ
ハ
○

日
間
平
均

三
一〇

九
〇

一
二
〇

量
ル
ム

ト
ニ
フ

質
ソ
グ

物
“
リき

ー

遊
奮

っ
単
に

浮
/
、

最
大

二
〇
〇

六
〇

二
〇
〇

ロ
間
平
均

一
五
〇

五
〇

一
五
〇

載
鳴
武

“ける
抽
出
物
質
含
有
量

ンノ
ル

マ
ル

ヘ
キ
サ

類
量

油
有

鉱
含

最
大 五

/
/ 五

/
/

脂
量

礬動
類

最
大

三
〇

ノ
ノ 三
〇

/
/

数
ン
き

群
超

菌
鵤

腸
位
尹

大
ば
澗

日
間
平
均

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇
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備
考

す
る

。

に
つ
い
て
は

、
そ
れ
ら
の
上
乗
せ
排
水
基
準
の
う
ち
最
大
の
許
容
限
度
の
も
の
を
適
用

の
上
乗
せ
排
水
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は

、
当
該
特
定
事
業
場
に
係
る
排
出
水

に
お
い
て

、
当
該
二
以
上
の
区
分
に

つ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
ご
と
に
異
な
る
許
容
限
度

6
一
の
特
定
事
業
場
が
同
時
に
二
以
上
の
異
な
る
特
定
事
業
場
の
区
分
に
属
す
る
場
合

て
の
上
乗
せ
排
水
基
準
を
適
用
す
る

。

つ
い
て
は

、
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
及
び
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い

パ
ル
プ
製
造
業
及
び
木
材
化
学
工
業
に
係
る
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に

す
る

。
た
だ
し

、
第
三
条
の
表
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
う
ち

い
て
の
上
乗
せ
排
水
基
準
は

、
海
域
及
び
湖
沼
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に
限

っ
て
適
用

の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に
限

っ
て
適
用
し

、
化
学
的
酸
素
要
求
量
に

つ

5
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
に

つ
い
て
の
上
乗
せ
排
水
基
準
は

、
海
域
及
び
湖
沼
以
外

い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る

。

4
｢
日
間
平
均

｣
に
よ
る
許
容
限
度
は

、
一
目
の
排
出
水
の
平
均
的
な
汚
染
状
態
に

つ
を
い
う

。

い
、

｢し
尿
処
理
施
設

(
B

)｣
と
は

｢
し
尿
処
理
施
設

(A
と
以
外
の
し
尿
処
理
施
設



の
特
定
事
業
場
を
い
う

。
い
る
も
の
を
含
む

。
)
を
い
い

、
｢新
設
特
定
事
業
場

｣
と
は
既
設
特
定
事
業
場
以
外

な
し
指
定
地
域
特
定
施
設
を
没
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場

(設
置
の
工
事
を
し
て

3
こ
の
表
に
お
い
て

、
｢既
設
特
定
事
業
場

｣
と
は
平
成
元
年
八
月

一
日
前
に
既
に
み

に
規
定
す
る
指
定
地
域
特
定
施
役
と
み
な
さ
れ
る
施
段
を
い
う

。
九
年
法
律
第
六
十

一
号

)
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
三
項

2
｢
み
な
し
指
定
地
域
特
定
施
設

｣
と
は

、
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法

(昭
和
五
十

る
工
場
又
は
事
業
場
を
い
う

。
1

こ
の
表
に
お
い
て

｢特
定
事
業
場

｣
と
は

、
み
な
し
指
定
地
域
特
定
施
没
を
設
置
す

(3 ) 湖沼水質保全特別措置法に基づ く み な し指定地域特定施設に適用 さ れ る 上乗せ排水基準

特定事業場の区分

既設特定事業場 新設特定事業場
蹴寂凝鰊避詠
楓贓潟椴飜織競

檄讓
場

蹴寂凝鰔襁誠
颯鰔総椴躁毀繊

皺
綴
靴
鑓
轢

踞
離
床
猪
癌

な
特
る
の
る

み
域
あ
槽
ず
場

平
量

ル

の
水

十
り
出

メ
た
排

方

当
な

立

日
的

位
一
均

単

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

て
0
0
0
以
上

項
目

及
び

許
容

限
度

度濃
)

ン
,指素

イ
水

素
( 数

水

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

素
量

ル
ム

酸
ず
ら

的学
求

“
“

化
立
培

生
要

憊騨
“

最
大

一
六
〇

/
/

/
/

一
六
〇

/
/
/
/

一
六
〇

/
/
/
/

ニ
ハ
○

ソ
ノ

/
/

平
均

日
間

三
〇

三
〇

二
〇

九
〇

九
〇

二
〇

三
〇

三
〇

二
〇

六
〇

六
〇

一
一〇

素
量

ル
ム

ト
ー
フ

酸
ッ
グ

的
求

“
幻

学
き

化
要
涎

最
大

ニ
ハ
○

/
/

/
/ 一
六
〇

ノ
ノ

/
/ 一
六
〇

/
/

/
/ 一
六
〇

/
/

ノ
ノ

平
均

日
間

三
〇

三
〇

二
〇

九
〇

九
〇

二
〇

三
〇

三
〇

二
〇

六
〇

六
〇

二
〇

量
ル
ム

質
劣

物
“
"き

し

遊
位

つ
浮

単
に

最
大

二
〇
〇

/
/
/
/

二
〇
〇

/
/
/
/

二
〇
〇

/
/

/
/

二
〇
〇

/
/

/
/

平
均

日
間

一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/

/
/

に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム

/
単
位

一
J

ッ
ト
ル

、
抽
出
物
質
含
有
量

ノ
ル
マ
ル

ヘ
キ
サ
ン

鉱油類含有量 最
大 五

/
/

/
/

五

/
/

/
/

五

/
/
/
/

五

/
/

/
/

動植物油脂類含有量 最
大

三
〇

/
ソ

/
/ 三
〇

/
/

/
/ --〇

/
/

/
/ --○

/
/

/
/

数
ソ
き

麗
一

欝
樹

平
均

日
間

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

＼
○
0
〇

量
ル
ム

有
弁
の

含
り
切

素
、
増

室
…鰹
舵

平
均

日
間

二
五

二
五

一
五

六
〇

六
〇

一
五

二
〇

二
〇

一
五

五
〇

れ
○

一
五

量
峅
幻トー
フ

有
ル
"

含
ー
湶

麟
涎

平
均

日
間 四 四 三 八 1
、′
′

三 三 三 二 占 五 三
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備
考

属
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い

。
と
同
時
に
別
表
第

一
の

｢し
尿
処
理
施
設

(
B

)
の
み
を
設
置
す
る
特
定
事
業
場

｣
に

役
で
あ
る
ち
ゅ
う
房
施
設

、
洗
浄
施
設
又
は
入
浴
施
設
を
設
置
す
る
病
院

｣
に
属
す
る

用
す
る

。
た
だ
し

、
当
該
工
場
又
は
事
業
場
が
こ
の
表
の

｢
み
な
し
指
定
地
域
特
定
施

は
事
業
場
に
係
る
排
出
水
に

つ
い
て
は

、
別
表
第

一
に
掲
げ
る
上
乗
せ
排
水
基
準
を
適

第
一
の
特
定
事
業
場
の
区
分
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
工
場
又

5
一
の
工
場
又
は
事
業
場
が
こ
の
表
の
特
定
事
業
場
の
区
分
に
属
す
る
と
同
時
に
別
表

凖
に

つ
い
て
準
用
す
る

。
4

別
表
第

一
の
備
考
4
及
び
5
の
本
文
の
規
定
は

、
こ
の
表
に
掲
げ
る
上
乗
せ
排
水
基



資料29 湖沼に係る窒素及び燐の排水規制 (水質汚濁防止法)

湖沼の水質汚濁を防止す る ため 、 富栄養化の原因物質であ る 窒素 、 燐につ いて排水基準が設定 さ れ 、

湖沼植物プ ラ ン ク ト ン の著 し い増殖を も た らすおそれの あ る 湖沼 (環境庁長官が定め る 湖沼 ) 及び こ れ

に流入す る 公共用水域に排水 さ れ る排出水に適用 さ れ る 。

(昭和60年 7 月 15 日 施行)

1 環境庁長官が定め る 湖沼

(1 ) 窒素に係 る 排水基準適用対象湖沼及び位置

湖 沼 位 置

湖 山 池

中 海

東 郷 池

鳥取市

米子市、 境港市、 島根県

羽合町、 東郷町

(2) 燐に係 る排水基準適用対象湖沼及び位置

湖 沼 位 置

湖 山 池

多 鯰 ヶ 池

中 海

池 の 谷 た め 池

佐 治 川 ダ ム 貯 水 池

東 郷 池

中 津 ダ ム 貯 水 池

菅 沢 ダ ム 貯 水 池

鵜 の 池

俣 野 川 ダ ム 貯 水 池

鳥取市

鳥取市、 福部村

米子市、 境港市、 島根県

倉吉市

佐治村

羽合町、 東郷町

三朝町

日 南町

日 野町

江府町

2 排水基準

(1 ) 規制対象事業場

水質汚濁防止法に定め る 特定事業場

(排水量50が/ 日 以上)

(2) 一般基準

窒素含有量 120 mg/ “ ( 日 間平均 60mg/ “ )

隣含有量 16 mg/ “ ( 日 間平均 8mg/ “ )

(一般基準への対応が困難な業種につ いて は 、 平成 7 年 7 月 15 日 か ら 5 年間暫定基準を適用)

(3) 暫定基準
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度
勧

め
秒

1 40 ( 日 間平均 70)

許
赳

34
00

ト 加工業

、233･



と
す
る

。

め
る
数
値
と
し

、
c
は
当
該
排
水
基
準

(単
位

一
リ

ッ
ト
ル
に

つ
き
ミ
リ
グ

フ
ム

)

値
に
係
る
排
水
基
準

(以
下

｢排
水
基
準

｣
と
い
う

。
)
の
区
分
に
従
い
次
の
表
に
定

四
十
号

)
に
基
づ
く
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
自
問
平
均

項
の
規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例

(昭
和
四
十
八
年
十
月
鳥
取
県
条
例
第

防
止
法

(昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号

)
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三

a
、
b
及
び

c
a
及
び
b
は
湖
沼
特
定
事
業
場
の
排
出
水
に
適
用
さ
れ
る
水
質
汚
獨

メ
ー
ト
ル

)
OQ

こ
の
規
制
基
準
の
適
用
の
際
に
お
け
る
排
出
水
の
量

(単
位

一
日
に

つ
き
立
方

Q
排
出
水
の
量

(単
位

一
日
に

つ
き
立
万
メ
ー
ト
ル

)

L
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量

(単
位

一
日
に

つ
き
キ

ロ
グ
ラ
ム

)

値
を
表
わ
す
も
の
と
す
る

。

備
考

下
欄
に
定
め
る
式
に
お
い
て
L

、
Q

、
中

、
a

、
b
及
び

C
は

･
そ
れ
ぞ
れ
次
の

c
(
排
水
基
準

)

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

九
〇

一
二
〇

a

ニ
ニ

･
七

三
四

･
〇

四
七

･
三

五
九

･
一

六
八

･
〇

一
〇
二

ニ
ニ
六

L
U

○
･
九
七

○
･
九
六

○
･
九
七

負
荷
量
規
制

(湖
沼
法
第
七
条
第

一
項

)

新
増
設
の
湖
沼
特
定
事
業
場
に
対
す
る
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
お
汚
濁

湖
沼
特
定
事
業
場

の
区
分

業
場

｣
と
い
う

。
)

さ
れ
る
湖
沼
特
定
事
業
場

(以
下

｢新
設
事

一
平
成
二
年
七
月
十
五
日
以
後
新
た
に
設
置

設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
を
行
う
も
の

平
成
二
年
七
月
十
五
日
以
後
に
湖
沼
特
定
施

二
新
設
事
業
場
以
外
の
湖
沼
特
定
事
業
場
で

、

規
制

規
準

盲
増
勢
彗

の

す
･ー

']

せ
…

{p
ゐ

･箏
Iの

る\
□
@

}×
]『

の

口
死
魚
は

、
指
定
地
域
内
の
水
域
か
ら
除
去
の
上

、
陸
上
で
適
切
に
処
分
す
る
こ
と

。

H
飼
料
の
投
与
に
当
た

っ
て
は

、
細
い
け
す
の
外

へ
散
布
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

。

に
関
す
る
基
準

2
湖
沼
水
資
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
使
用
の
方
法

内
以
上
の
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と

。

掴
糞
尿
が
み
だ
り
に
流
亡
し
な
い
よ
う
適
切
に
管
理
す
る
こ
と

。

汚
物
の
保
管
設
備
及
び
汚
水
貯
留
槽
を
適
切
に
使
用
す
る
こ
と

。

内
汚
物
の
保
管
設
備
及
び
汚
水
貯
留
槽
の
汚
水
が
公
共
用
水
域
に
直
接
排
出
さ
れ
な
い
よ
う

圏
床
及
び
通
路
等
に
雨
水
が
流
入
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と

。

陣
を
来
さ
な
い
構
造
と
す
る
こ
と

。

回
汚
物
の
保
管
設
備
及
び
汚
水
貯
留
槽
は

、
汚
物
又
は
汚
水
の
保
管

、
貯
留
及
び
除
去
に
支

な
い
構
造
と
す
る
こ
と

。

物
又
は
汚
水
が
飛
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
は

、
汚
物
又
は
汚
水
の
除
去
に
支
障
を
来
さ

園
豚
房

、
牛
房
及
び
馬
房
に
接
す
る
畜
舎
の
通
路
等

(以
下

｢通
路
等

｣
と
い
う

。
)
で
汚

切
な
広
さ
と
高
さ
を
有
す
る
こ
と

。

口
豚
房

、
牛
房
及
び
馬
房
の
内
部
は

、
汚
物
又
は
汚
水
の
除
去
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
適

支
障
を
来
さ
な
い
構
造
と
す
る
こ
と

。

H
豚
房

、
牛
房
及
び
馬
房
の
床

(以
下

｢床
｣
と
い
う

。
)
は

、
汚
物
又
は
汚
水
の
除
去
に

造
及
び
使
用
の
方
法
に
関
す
る
基
準

L
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第

一
号
又
は
第
十
条
に
掲
げ
る
施
設
に
る
機

に
対
す
る
構
造
及
び
使
用
の
方
法
に
関
す
る
規
制

(湖
沼
法
第
十
九
条
第

一
項

)

指
定
施
設

、
準
用
指
定
施
設

(
一
定
規
模
以
上
の
畜
舎
及
び
こ
い
の
養
殖
施
設

)

-234一



資料30 水生生物によ る水質調査結果 (平成 6 年度)

き れ い な 水 ◎

少 し よ ごれ た 水 ○

き た な い 水 〇

大変 き た な い 水 ●

日 本 海

甲川 河内川 塩見川 ･

＼
、l′#!亀

川袋

□ 美 保 湾 ＼ 阿粥釧
由良川 天 川 東郷池

川 、 = 0。 テー 大路川 郷=砂見川

川 二徳川

浅 川 千 代 川 八東川

実施期間 平成 6 年 7 月 ~ 8 月

河 川 数 1 0

地 点 数 3 7

参加団体 9 (小 ･ 中学校)

参加人数 延 2 5 6

N
仏



資料 3 1 名 水 一 覧

(1) 名水百選 (昭和 6 0年 3 月 環境庁選定)

名 称 水 の 形 態 所 在 地 交 通 概 要

あめ ま な い

天 の 真 名 井
湧 水

(湧水量 2 , 5 0 0 ガノ 日 )
西伯郡淀江町高井谷

山陰線淀江駅か ら バ
ス で 10分 さ ら に徒歩
3 分

｢ ア メ ノ マ ナ イ ｣ と は 、 清浄な水に付け られ る最大級の敬称であ り
幅 1 5 m 、 奥行 5 mほ ど の清水の湧 く 美 しい池を源 と した水域は、 地
域の人々 に利用 され、 大切に管理されて い る 。

(2) 因伯の名水 ( 昭和60年 6 月 県選定及び平成 2 年 1 2 月 県追加選定)

区分

(注 )
名 称

所 在 地
通 )( 交

水 の 形 態 概 要

暮らしの中の泉
よ う る し みず

用 呂 の 清 水
八頭郡八東町用 呂

(若桜鉄道丹比駅か ら バス で 1 0分
さ ら に 徒歩 5 分)

湧 水

( 3, 0 0 o m3/ 日 )

清澄な湧水で今で も 、 地区住民の生活用 水 と し て大切 に保全、
活用 さ れて お り 、 ま た 、 重要なかん がい 用水の一つ で も あ る 。

ふ せ し みず

布 勢 の 清 水
気高郡気高町殿

( 山 陰線浜村駅か らバス で 1 5 分)

湧 水

( 1 , o oo m 3/ 日 )

｢布勢平神社｣ の境 内 の岩 の下か ら 清冷 な湧水が湧 き 出 し て お
り 、 今 も 地域の生活用水 と し て活用 さ れて い る 。

う の じ ぞフ

宇野地蔵 ｢ ダキ ｣
東伯郡羽合町宇野

( 山 陰線倉吉駅か らバス で2 5分 )
湧 水

( 7 0 m3/ 日 )

経文の彫 ら れた 巨岩 と 地蔵三体を祭 る 法華堂があ り 、 そ の 中 に
あ る ｢ ダキ ｣ と 通称 さ れ る 湧水で地蔵盆行事な どで親 し ま れて
い る 。

じ ぞう だき いずみ

地 蔵 滝 の 泉
西伯郡岸本町丸 山

(伯備線岸本駅か ら バ ス で 1 5 分
さ ら に 徒歩 2 km )

湧 水
( 3 0 , 0 0o m 3/ 日 )

数箇所か ら 湧水が湧 き 出て お り 滝地蔵が祭 ら れてい る 。 水道水
源 、 かんがい 用水 に 利用 さ れ、 セ リ 、 ク レ ソ ン の栽培を行な っ
てい る 。

ほん ぐ う いずみ

本 宮 の 泉
西伯郡淀江町本宮

( 山 陰線米子駅か ら バス で2 0分
さ ら に徒歩1 0分 )

湧 水

( 1 5 , 0 0o m 3/ 日 )

水源一帯 は めず ら し い 亜熱帯性の ク リ ハ フ ン 等が群生 し てお り 、
豊富な 湧水は 、 生活用 水、 ニ ジ マ ス 、 ア マ ゴの養殖 に利用 さ れ
てい る 。

ふれあいの

た ね が いけ

多 鯰 ケ 池

鳥取市覚寺

岩美郡福部村湯山
( 山陰線鳥取駅か らバ ス で2 0分 )

湖 沼

鳥取砂丘 に近 く 、 ボ ー ト 遊び、 魚釣 り な ど観光客を は じ め 、 多
く の人 々 に憩い の場 と し て親 し ま れて い る 伝説の池。

せん だい がわ

千 代 川
( 用 瀬町水域)

八頭郡用 瀬町
( 因美線用瀬駅か ら 徒歩で 5 分)

河 川

千代川 の清流が岸辺 を洗 う こ の水域 は江戸時代か ら 続 い て い る
流 し びな の里 と し て 、 町民の心の清流で あ り 、 釣人 、 ド ラ イ バ
ー の憩 い の場 と な っ て い る 。

さん の う だき すい いき

山 王 滝 水 域
八頭郡佐治村中

( 山 陰線鳥取駅か ら バ ス で60分 )
さ ら に徒歩で 5 分)

河 川

山王滝を 中心 と し た 自 然性豊かな美 し い 水辺 に は 、 キ ャ ン プ場、
遊歩道 な どが整備 さ れ 、 特に 夏、 秋 は 多 く の人々 が訪れてい る 。

だい せん いけ

大 山 池

東伯郡関金町泰久寺
( 山 陰線倉吉駅か ら バ ス で4 0分
さ ら に徒歩1 0分 )

湖 沼

静かな湖面 に表大山 と 蒜山三山が う つ る 美 し い景観は 四季を通
じ 人 々 に親 し ま れ、 特 に夏 は ボ ー ト 、 カ ー ヌ を楽 し む人で に ぎ
わ う 。

ふ
れ

あ
い

の
水



おお の いけ

大 野 池

西伯郡大山町飯戸
( 山陰線大山 口 駅か ら バ ス で2 0分
さ ら に徒歩1 0分)

湖 沼

湖岸 は水際か ら 広が り を みせて野原 と な っ て松林 に連 な り 、 山
腹 に い だかれた美 し い 湧水の池で四季を通 じ 訪れ る 人 々 が多 い 。辺

う いけ

鵜 の 池
日 野郡 日 野町下黒坂

(伯備線黒坂駅か ら 4. 2 km )
湖 沼

標高 400 m の 山頂 に あ る 周 囲 4 km の美 し い池で、 公認の オ リ エ
ン テー リ ン グコ ー ス を は じ め 、 春の鵜の池マ フ ソ ンな ど人々 のふれ

あ い の場 と な っ て い る 。 又 、 周辺は野鳥 の天国で あ る 。

歴史の水
こ り と り がわ

垢 離 取 川
東伯郡三朝町三徳 山

( 山 陰線倉吉駅か らバス で30分 )
河 川

霊場三徳山 の雨水を集めて流れ る 清流 。 昔、 参拝者が こ の水で
身 を清 めて 入山 し た と 伝え ら れ る ｢ 身清 め の滝｣ が あ る 。

実 の望 究R 東伯郡赤碕町高岡
( 山陰線赤碕駅か ら バ ス で1 5分 )

湧 水

( 5 0 0 m 3/ 日 )

後醍醐天皇が隠岐島か ら京都に還御 の途中 、 天皇の指 さ さ れた
岩を起 し た と こ ろ 、 泉が湧 き 出 し た と 伝 え ら れ る 。 今 も 地域の
生活用 水 と し て使用 さ れて い る 。

あか まつ いけ

赤 松 の 池

西伯郡大山町池 ノ 原
( 山 陰線大山 口 駅か らバ ス で 1 6分
さ ら に 徒歩20 分 )

湖 沼

古 く か ら 雨 ごい や 、 幸福を成就す る 女蛇神が住む と 広 く 言い伝
え ら れた伝説の他。

ぶるさとの渓流

ああ だき けい こ く

雨 滝 渓 谷
岩美郡国府町雨滝

( 山陰線鳥取駅か らバ ス で45分
さ ら に徒歩 2 km )

河 川

( 雨滝川… 雨滝を中心に上、 下流 300 m及び仏谷川上流 30 0 m程度)
水量豊富 な滝を有す る 渓谷は景観がすば ら し く 、 自 然性 に富み 、
キ ャ ン プ 、 避暑地 、 紅葉な ど訪れ る 人が多 い 。

み たき けい

滝 渓

八頭郡河原町北村
( 山陰線鳥取駅か ら バ ス で2 0分
さ ら に徒歩30分 )

河 川

(曳 田川… 千丈滝か ら 下流 3 km 程度の間 )

変化 に 富んだ滝 の数々 、 絶壁 と 奇岩の 間 を流れ る 美 し い 渓流 は 、
四季を通 じ て人 々 に 親 し ま れてい る 。

もろ が る外 、 こ く

者 鹿 渓 谷
八頭郡若桜町諸鹿

( 若桜鉄道若桜駅か ら バス で20分)
河 川

(来見野川…諸鹿部落か ら 上流 5 km 程度)
溶岩流で出来た岩や諸鹿七滝 と 称 さ れ る 滝 々 の奇観が続 き 、 一
帯 に ブナ 、 ト チ の 自 然林が広がる 景観がすば ら し い 。

あ し ず けし、

昔 滓 渓

八頭郡智頭町芦澤
(因美線智頭駅か らバ ス で20分
さ ら に徒歩30分 )

河 川

Gヒ肢川… 三滝を 中心 と し た上、 下流 4 km程度)
昔滓 自 然保護林の 中 を流れ る 水量豊富な渓流で、 新緑か ら 紅葉
ま で、 キ ャ ン プ、 釣 り な ど訪れ る 人が多 い 。

ふ どう だに がわ へゆ う い き

不 動 谷 川 流 域
気高郡青谷町田原谷

( 山陰線青谷駅か らバ ス で 1 0分 )
河 川

(不動谷川 … 不動 山入 り 口 か ら 妙 円滝の 間 1 如程度)
趣 き を異 に し た三つ の美 し い 滝を有す る 自 然性豊かな渓流で あ
り 、 新緑か ら 紅葉 ま でキ ャ ンプ、 ハ イ キ ングに訪づれ る 人が多 い 。

お じか けい

小 鹿 渓
東伯郡三朝町中津~神倉

( 山陰線倉吉駅か らバ ス で5 0分
さ ら に徒歩3 0分)

河 川

(小鹿川 … 中 津 ダ ム か ら 神倉 の間 3 km 程度)
昭和 1 2年、 文部省の ｢ 名勝地｣ に指定。 深 い緑色の水流 に美 し
い景観が映え 、 心 のやす ら ぎを覚え る 。

拗 か けい

石 霞 渓
日 野郡 日 南町生 山

(伯備線生山駅か ら 徒歩で1 5分 )
河 川

( 石見川 …生山か ら上流 3 km程度)
奇岩、 怪岩の名所 と し て古 く か ら 知 ら れ、 特 に春のつつ じ 、 秋
の も み じ の景観の すば ら し い渓流であ る 。

辺

(注 ) 暮 ら し の 中 の泉…昔か ら 地域 の人々 の 日 常生活に深い かかわ り を持 っ て き た湧水等で住民の保全管理 によ っ て大切にされ現在に引きつがれてい る もの 。
ふれ あ い の水辺… きれいな水や水辺を保つために努力されてお り 、 人々が水とふれ合い水に親 しむこ と “こ よ っ て心に安らぎを与える憩いの場と しての水環境。
歴 史 の 水…本県の歴史や伝説 に ふ さ わ し い故事来歴 を有す る も の 。
ふ る さ と の渓流… 渓流の 中で も 特 に 自 然美豊かで、 後世 に残 し てお き た い 水域で併せて観光な どの親水性 の あ る も の 。



資料32 鳥取市内各水準点沈下量の経年変化

-
-N
の
の
--

I

水 準 点 番 号 0茗29 0889 (1 ) 哩字8
1067 (3) 1 068 (2) (4) 0茗26

1 12 1 1066 (5)
唖辱3

皀建 哩字7 (7) (8)
唄翌0

(9) 回

所 在 地 田園町三丁目 松滋面目 寿町 西五面目 本一面目 行徳 新品治 坊窿腺 幸町 吉方温泉四丁目 立川町四丁目 吉成 富安 今二面目 田螂演目 庖丁人町 秋里 江津 安長 秋里 秋里
昭和50 ~ 53年度 の 沈下量

( S 4 9 . 6 ~ 5 3 . 7 )

1 5 . 40

(3 . 77)

8 . 04

( 1 . 97)

8 . 29

(2 . 03)

7 . 21

( 1 . 77)
6 . 76

( 1 .“)

5 . 39

( 1 . 32)
3 . 44

(0 . 84)
3 . 35

(0 . 82)

1 . 81

(0 . “)

1 . 41

(0 . 35)

1 . 27

(0 . 31 )

1 . 24

(0 . 30)

1 . 52

( 0 . 37)

1 . 20

(0 . 29) [羅]
昭 和 5 4 年 度 の 沈 下 量

( S 5 3 . 7 ~ 5 4 . 7 )
3 . 66 2 . 37 1 . 64 1 . “ 1 . 00 0 . 78 0 . 49 0 . 67 (亡失) 8 . 47

S54測

-量開始-

昭 和 5 5 年 度 の 沈 下 量
( S 5 4 7 ~ 5 5 . 7 )

3 . 80 1 . 13 1 . 09 1 . 20 0 . 62 0 . 48 0 . 25 0 . 15 [識] 5 . 38 0 . 42 [難] [寵]
S54測

一量開始 醗錘こ [難=

昭 和 5 6 年 度 の 沈 下 量
( S 5 5 . 7 ~ 5 6 . 7 )

2 . 61 1 . 43 1 . 28 1 . 26 0 . 89 0 . 81 0 . 5 1 0 . 31

S63 . 7

-̂ )56 . 7-

0 . 51

(0 . 17 )

叙53 . 7

-~56 . 之

0 . 68

(0 . 23)

叙53 . 7

-~56 . 之

0 . 76

(0 . 25)

一$3 . 71
一~$ .a
0 . 71

(o . 24)

一$3 . 71
-~56 .刀
0 .範

(0 . 13)
0 . 22 4 . 45 0 . 45 4 . 36 3 . 84 2 . 銘 1 . 74 1 . 46

昭 和 5 7 年 度 の 沈 下 量
( S 5 6 . 7 ~ 5 7 . 7 )

2 . 25 0 . 55 0 . 96 0 . 49 0 . 46 0 . 22 0 . 94 0 . 14 十0 . 04 0 . 22 0 . 03 0 . 05 0 . 01 +0 . 13 2 . 73 0 . 26 2 . 90 2 . 57 1 . 62 0 . 70 0 . 77

昭 和 5 8 年 度 の 沈 下 量
( S 5 7 . 7 ~ 5 8 . 7 )

1 . 16 1 . 03 0 . 55 0 . 35 0 , 33 0 . 46 0 . 12 0 . 19 0 . 範 0 . 09 十0 . 13 0 . 29 0 . 22 0 . 16 2 . 28 0 . 16 2 . 56 2 . 37 1 .第 0 . 68 1 . 18 ･

昭 和 5 9 年 度 の 沈 下 量
( S 5 8 . 7 ~ 5 9 . 7 )

1 . 02 0 . 59 0 . 52 0 . “ 0 . 21 0 . 23 0 . 24 0 . 09 0 . 04 十0 . 02 0 . 02 0 . 07 0 . 01 0 . 04 2 . 20 0 . 09 2 . 37 2 . 19 1 . 26 0 . 92 1 . 1 0

昭 和 6 0 年 度 の 沈 下 量
( S 5 9 . 7 ~ 6 0 . 7 )

0 . 67 0 . 37 0 . 43 0 . 23 0 . 範 0 . 18 0 . 07 0 . 10 +0 . 03 0 . 13 0 . 13 十0 . 第 +0 . 05 +0 . 12 1 . 37 0 . 14 1 . 94 1 . 67 0 . 92 0 . 31 0 . 55

昭 和 6 1 年 度 の 沈 下 量
( S 6 0 . 7 ~ 6 0 . 7 )

0 . 85 0 . 60 0 . 60 0 . 45 1 . 52 1 . 77 1 . 75 1 . 16 0 . 63 0 . 79

昭 和 6 2 年 度 の 沈 下 量
( S 6 1 . 7 ~ 6 2 . 7 )

0 . 65 0 . 33 0 . 46 0 . 39 1 . 18 1 . 30 1 , 24 0 . 80 0 . 37 0 . 51

昭 和 6 3 年 度 の 沈 下 量
( S 6 2 . 7 ~ 6 3 . 7 )

0 . 55 0 . 29 0 . 31 0 . 20 1 . 05 1 . 33 1 . 16 0 . % 0 . 36 0 . 66

平 成 元 年 度 の 沈 下 量
( S 6 3 . 7 ~ H 元 , 7 )

0 . 73 0 . 67 0 . 35 0 . 16 1 . 1 1 1 . 59 1 . 52 1 . 01 0 . 75 1 . 07

平 成 2 年 度 の 沈 下 量
( H 元 7 ~ 2 7 ) 脇割 0 . 22 0 . 31 0 . 14 0 . 83 1 . 27 1 . 04 0 . “ 0 . 40 0 . 45

平 成 3 年 度 の 沈 下 量
( H 2 7 ~ 3 7 )

0 . 41 0 . 32 0 . 41 0 . 12 0 . 83 1 . 19 0 . 82 0 . 68 0 . 12 0 . 38

平 成 4 年 度 の 沈 下 量
( H 3 7 ~ 4 7 )

0 . 48 0 . 51 0 . 15 0 . 09 0 . 60 0 . 94 0 . 88 0 . 83 0 . 47 0 . 54

平 成 5 年 度 の 沈 下 量
( H 4 7 ~ 5 7 )

0 . 53 0 . 58 0 . 32 0 . 18 0 . 79 1 . 10 0 . 89 0 . 78 0 . 41 0 . 49

平 成 6 年 度 の 沈 下 量
( H 5 7 ~ 6 7 )

0 . 14 0 . 09 0 . 03 +0 . 01 0 . 21 0 . 74 0 . 50 0 , 48 0 . 00 0 . 17

S 4 9 6

計 ~ H 6 . 7

の 沈 下 量

34 . 9 1 19 . 12 17 . 70

S49 . 6

ご)60 . 7-
1 2 . 47

12 . 34 隊･.劇
8 . 55

鈎 , 6

-~“ , 7-
6 . 06

等･凱
5 . 00

849 ･ 6

一̂ )60 . 7-
2 . 62

&49 ･ 6

-へそ粉 . 7-
2 . 51

&49 ･ 6

-~&〕 . 7ー
2 . 08

瀞.劇
2 . 30

等･凱
2 . 09

瀞･.劇
1 . 20

端･劇
1 . 87

盪釘
35 . 0O

縦 , 7

-~の . 7-
1 . 52

蝋刻
25 . 36

漱刻
22 . 44

製55 . 7

~H6 . 7

14 . %

購ぅ
7 . 86

$ ･ 7

~H6 . 7

10 . 1 2

〈 単 位 cm 〉

注 … ･ ･①沈下量の く ) は 1 年間の沈下量に換算 した も の (2) 一 は測量休止 (鏡沈下量の十 は隆起 した も の ④02浄119は平成 2 年度に水準点が改埋さ れたため累計の値と してい る o

　



資料33 環境関係用語の解説

赤潮 ･ アオ コ (青粉)

水中 に プ ラ ン ク ト ン が異常発生 し 、 そ のた め に水の色が赤みがか っ た色 (赤潮) や緑色 ( ア オ コ ) に

変 る 現象の こ と 。

悪臭物質

ア ン モ ニ ア 、 メ チ ル メ ル カ ブ タ ン そ の他の不快な臭いの原因 と な り 、 生活環境を そ こ な う おそれの あ

る 物質で悪臭防止法施行令に定め る 22物質を い う 。 ( ア ン モ ニ ア 、 メ チ ル メ ル カ ブ タ ン 、 硫化水素、 硫

化 メ チ ル 、 ト リ メ チ ル ア ミ ソ 、 二硫化 メ チ ル 、 ア セ ト ア ルデ ヒ ド ス チ レ ン 、 プ ロ ピ オ ソ酸、 ノ ル マ ル

酪酸、 ノ ルマ ル吉草酸、 イ ン 吉草酸、 プ ロ ピ オ ン ア ルデ ヒ ド 、 ノ ルマ ル ブ チ ル ア ルデ ヒ ド 、 イ ン ブ チ ル

ア ルデ ヒ ド 、 ノ ルマ ルバ レル ア ルデ ヒ ド 、 イ ソ バ レ ル ア ルデ ヒ ド イ ン ブ タ ノ ー ル 、 酢酸エ チル 、 メ チ

ル イ ン ブ チル ケ ト ソ 、 ト ル エ ン 、 キ シ レ ン )

ア メ ニテ ィ ( A m e n i t y )

私達の生活環境を構成す る 自然や施設、 歴史的、 文化的伝統な どが互い に他を活か し合 う よ う にパ フ

ソ ス が と れ 、 そ の中で生活す る私達人間 と の間に真の鼻和が保たれて い る場合に生ず る好ま し い感覚を

い う

亜硫酸ガス ( S 0 2 )

硫黄酸化物 ( S o x ) の中で二酸化硫黄の こ と を い い 、 石炭や石油を燃焼す る こ と に よ り 発生す る 。

色はな く 、 刺激臭の強い気体で呼吸器を刺激 し 、 喘息の発生を促進 した り 、 植物を枯 ら した り す る こ と

が あ る 。

暗騒音

あ る場所で特定の音を測定す る場合、 対象 と す る音以外の音を暗騒音 と い う

硫黄酸化物 ( S o x )

刺激臭の強い腐蝕性の あ る有害な硫黄ガス の こ と で 、 亜硫酸ガス ( S 0 2 ) の ほ か に無水硫酸 ( S 0 3 )

等が あ る 。 大気汚染防止法施行令でばい煙中の硫黄酸化物の量が規制 さ れて い る 。

閾値 (いきち)

生理学的用語で、 人間の感覚器官が感知で き る 最小限度の刺激量の こ と で 、 閥濃度 、 限界濃度 と も い う
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一酸化炭素

炭素含有物が不完全燃焼 した と き に発生す る 無色、 無臭のガス で 、 主な発生源は 自動車排気ガス と い

われ る 。 体内 に吸入 さ れ る と 、 血液中の ヘ モ グ ロ ビ ン と結びつ き酸素の補給を妨げ貧血を起 こ した り

中枢神経を麻痺 さ せた り す る 。

上乗せ基準

ばい煙又は排出水の排出の規制に関 して 、 法で定めた一律の基準又は排出基準に代えて適用す る も の

と して 、 都道府県知事が条例で定め る 、 よ り 厳 し い基準を い う

S S ( S u s p e n d e d S o l i d )

水中の浮遊物質の こ と で、 水の濁 り の原因 と な る 。 空中の浮遊物質には粉 じん 、 ばい煙等の語を使 う

M P N (最確数 M o s t P r o b a b l e N u m b e r )

大腸菌群の数を確率論的に算出す る 方法、 水中の大腸菌群数は、 通常 こ の方法で表わ さ れ る 。

環境影響。平価 (環境アセス メ ン ト )

各種開発行為の実施に先立ち 、 それが大気、 水質、 生物等環境に及ばず影響につ いて予測、 評価を行

う こ と を い う 。

環境管理計画

地方公共団体が大気、 水質、 自 然環境な ど を将来にわた り 守 り 適切に利用 し て い く た め策定す る 。十

画であ る 。

こ の 話画には、 望 ま し い地域環境の あ り 方、 それを実現す る ため の基本的な方策、 そ の方策を具体化

す る 手順な どが示 さ れ る 。

環境基準

環境基本法は ｢環境基準 と は 、 大気の汚染、 水質の汚濁、 土壌の汚染及び騒音に係 る環境を保全す る

う え で維持 さ れ る こ と が望 ま し い基準｣ と 定義 して い る 。 環境基準は行政上の 目 標基準であ り 工場等

を規制す る 規制基準 と は異な る 。

ク ラ イ テ リ ア ( C r i t e r i a )

ク ラ イ テ リ ア は 、 日 本語で判定基準、 判定条件又は判断基準 と 訳 さ れ る が 、 指標物質又は物性 (群)

の 、 人や水生生物に及ぼす影響に関 し 、 必要な科学的知見の上に立 っ て 、 それ ら物質、 物性に関す る 。午

容濃度値や閾値等を ま と めた も の を い う

健康項 目

水質汚濁物質の中で人の健康の保護に関す る項 目 と し て環境基準が定め ら れて い る項 目 を い い 、 現在
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カ ド ミ ウ ム 、 全 シ ア ン 、 鉛 、 六価 ク ロ ム 、 砒素 、 総水銀、 ア ル キ ル水銀、 P C B 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、

テ ト フ ク ロ ロ エ チ レ ソ 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン 、 四塩化炭素、 1 , 2- ジ ク ロ ロ エ タ ソ 、 1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、

シ ス ー 1 , 2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ソ 、 1 , 1 , 2 ~ ト リ ク ロ ロ エ タ ソ 、 1 , 3 - ジ ク ロ ロ

プ ロ ペ ン 、 チ ウ フ ム 、 シ マ ジ ソ 、 チ オ ベ ソ カ ル ブ 、 ベ ン ゼ ン 、 セ レ ン が定め ら れて い る 。

光化学オキシダ ン ト

自 動車の排気ガス な どに含 ま れて い る 窒素酸化物 と ガ ス状の炭化水素が太陽光線の紫外線の も と で化

学反応を お こ し 、 過酸化物質がで き る 。 こ れ を光化学オ キ シ ダ ン ト と い う 。 こ の オ キ シ ダ ン ト は オ ゾ ン

を主体 と し 、 ス モ ッ グ を形成 し 、 “ 目 が い たい “せ き こ む“ “呼吸が苦 し い な どの症状を引 き

お こ す。

最終処分場

一般廃棄物及び産業廃棄物を埋立て処分す る に必要な場所及び施設 ･ 設備の総体を い う 。 産業廃棄物

処分場には 、 安定型 (廃 プ フ ス チ ッ ク 等) 管理型 (汚でい等) し ゃ 断型 (有害物質を含む廃棄物)

が あ る 。

酸性雨

雨の p H (水素イ オ ン濃度) は大気中の炭酸ガス の溶解に よ り 5 . 6前後を示すのが普通であ り 、 こ れ

よ り 低い p H の雨が酸性雨 と さ れて い る 。 工場や 自 動車か ら排出 さ れ る 硫黄酸化物や窒素酸化物な どが

溶解す るのが原因 と い われて い る 。

C O D (化学的酸素要求量 C h e m i c a l o x y g e n D e m a n d )

湖沼や海域の有機物に よ る 汚濁の程度を示す も ので 、 水中の汚濁物質を酸化剤で化学的に酸化す る と

き に消費 さ れ る酸素量を い い 、 数値が高い ほ ど汚れが大 き い こ と を示 し て い る 。

浄化槽

水洗 し尿 を沈でん分離あ る い は微生物の作用 に よ る 腐敗又は酸化分解等の方法に よ っ て処理 し 、 そ れ

を消毒 し 、 放流す る 施設を い う 。 水洗 し尿の み を処理す る 施設を単独浄化槽、 水洗 し尿及び生活雑排水

(厨房排水、 洗た く 排水等) を一緒に処理す る 施設を合併浄化槽 と い う

振動 レベル

振動の加速度を デ シ ベル ( d B ) で表 し た加速度 レ ベ ル に振動感覚補正を加えた も ので 、 単位 と し て

は 、 デ シ ベル ( d B ) が用 い ら れ る 。 通常振動感覚補正回路を も つ公害用振動 。刊こ よ り 測定 さ れ る 。

水準点

土地の標高を表す標石で 、 水準測量の基準 と し て用 い ら れて い る 。 地盤の変動状況を測定す る には 、

こ の水準点を用 い 、 標高の変化を精密水準測量に よ っ て測 り 変動を 出す。
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生活環境項 目

水質汚濁物質の中で生活環境に悪影響を及ばすおそれの あ る も の と して環境基準に定め ら れた項 目 を

い い 、 現在 p H 、 D 0 、 B O D 、 C O D 、 S S 大腸菌群数、 油分等が定め ら れてい る 。

な お 、 水質汚濁防止の排水基準には こ の ほ か に 、 窒素含有量、 隣含有量、 フ ェ ノ ー ル類 、 銅 、 亜鉛、

鉄、 マ ン ガ ン 、 ク ロ ム 、 弗素が加 え ら れてい る 。

精密水準測量

最 も精度の高い水準測量で、 地盤沈下や地殻変動等の澗査のため に実施 さ れ る 。 精密 レ ベル と精密標

尺を用い 、 誤差がで き る だ け消去 さ れ る よ う に 、 又 、 最 も 小 さ く な る よ う な測定方法が と ら れて い る 。

騒音 レベル

J I S に規定 さ れ る 騒音。十で測定 して得 ら れ る ホ ソ 、 又は d B ( デ シ ベル) 数であ る 、 騒音の大 き さ

を表す も のであ る 。 一般には騒音。十の聴感補正回路A特性で測定 した値を ホ ン 、 又は d B (A ) で表す。

騒音の規制基準等はすべて騒音 レベル に よ る 。

総量規制

一定の地域内の汚染 (濁) 物質の排出総量を環境保全上。午容で き る 限度に と どめ る た め 、 工場等に対

し汚染 (濁) 物質。午容排出量を割 り あてて 、 こ の量を も っ て規制す る 方法を い う 。 個 々 の発生源に対す

る従来の規制のみでは地域全体 と して 、 健全な生活環境を維持す る こ と が困難な場合に 、 そ の解決手段

と して総量規制の方式が と ら れて い る 。

大腸菌群数

大腸菌群は、 人間又は動物の排泄物に よ る 水の汚染指標 と して用い ら れて い る細菌であ る 。 大腸菌に

は温血動物の腸内 に生存 してい る も の と 、 草原や畑 な どの土中に生存 してい る も の が あ る が 、 一括 して

大腸菌群と して測定 して い る 。

W E C P N L ( う る さ さ指数 W e i g h t e d E q u i v a l e n t C o n t i n u o u s P

e r c e i v e d N o i s e L e v e l )

航空機騒音の う る さ さ を表す指数と して用 い ら れ る 。 こ れは 、 1 日 の航空機騒音 レ ベ ルの平均 と時間

帯 ご と に重みづけ さ れた飛行回数か ら 算定 さ れ 、 航空機の総騒音量を評価す る単位であ る 。

窒素酸化物 ( N o x )

石油 、 ガ ス 等燃料の燃焼に伴 っ て発生 し 、 大気中 には主 と して一酸化窒素 (N O ) と 二酸化窒素 (N

0 2 ) が存在 し 、 主な発生源は工場、 自 動車等で あ る 。 窒素酸化物は人の呼吸器やねん膜に影響を与え

る だ けでな く 光化学ス モ ッ グの原因物質の一つであ る 。
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中間処理

廃棄物の最終処分に先だ っ て行われ る人為的な操作等をいい 、 廃棄物を安全かつ安定 した状態に変化

さ せ る 、 又は廃棄物を減量化す る 目 的で行われ る 。 主な方法 と しては 、 焼却、 中和、 溶融、 脱水、 破砕、

圧縮等が あ る 。

D 0 (溶存酸素 D i s o l v e d o x y g e n )

水中に溶け こ んでい る酸素の量の こ と 。

水の 自浄作用や水中生物の生存には欠 く こ と ので き な い も ので 、 き れい な河川水中 には普通 1 “ 中 に

7 ~14mg程度あ る が 、 有機物の流入量が多 く な り 汚濁が進行す る と それ ら に消費 さ れて減少す る 。

n -ヘキサ ン抽出物質 6由分)

動植物油脂、 脂肪酸、 ワ ッ ク ス 、 グ リ ー ス 、 石油系炭化水素な ど油分の総称であ る 。 海水や工場排水

な どを n - ヘ キ サ ソ で抽出 し 、 n - ヘ キ サ ソ可溶性物質 と して定量 して 、 mg/ “ で表す。

ばい煙

燃料その他の物の燃焼等に よ り 発生す る硫黄酸化物、 ぽい じ ん及び有害物質の総称であ る 。 ぽい じ ん

と は ボ イ ラ ーや電気炉等か ら発生す る 、 すすや固体粒子を い い 、 有害物質と は物の燃焼、 合成、 分解等

に伴 っ て発生す る カ ド ウ ム 、 塩素、 弗素、 鉛、 窒素酸化物等の人の健康又は生活環境に有害な物質を

い う o

火格子面積

焼却炉等の ごみ層 、 火層 に接 して乾燥、 燃焼等を行わせ る 火床部分を火格子 ( ロ ス ト ル ) と い い 、 こ

の水平投影面積を火格子面積 と い う 。 炉の大 き さ を代表す る寸法 と して よ く 使われ る 。

B O D (生物化学的酸素要求量 B i o c h e m i c a l o x y g e n D e m a n d )

河川水等の有機物に よ る 汚濁の程度を示す も ので、 水の中に含ま れて い る 有機物が微生物に よ っ て酸

化分解さ れ る 時に消費 さ れ る酸素の量をいい 、 数値が高い程有機物の量が多 く 汚れが大 き い 。

P C B (ポ リ 塩化 ビフ ェ ニール)

D D Tや B H C と 同 じ有機塩素系化学物質で、 不燃性で熱に強 く 、 絶縁性にす ぐれてい る 。 カ ネ 油

症事件等P C B 被害が問題 と な り 現在我が国では製造を中止 さ れ、 使用 も 限定 さ れてい る 。

p H (水素イ オ ン濃度)

溶液中の水素 イ オ ン濃度を示す尺度で、 P H値が 7 の と き を 中性、 こ れ よ り 数値の高い場合を ア ル カ

リ 性、 低い場合を酸性 と い う
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P P m

ご く 微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われ 、 %が100分の 1 を い う の に対 し p p m は100万分の

1 を意味す る 。 例えば、 空気 1 ば中に 1 鉗の物質が含ま れて い る場合、 あ る い は 、 水 1 kg中 に 1 mg物質

が溶解 してい る よ う な場合、 こ の物質の濃度を 1 p p m と い う 。 p p m よ り 微量の濃度を表す場合には

p p b ( 10億分の 1 ) も 用 い ら れ る 。

富栄養化

湖水中に栄養塩類 (窒素、 隣等) が少な く 生物生産 (プ ラ ン ク ト ン の増殖等) の少な い湖を貧栄養湖

と い い 、 栄養塩類が多 く 生物生産の多い湖を富栄養湖 と い う 貧栄養湖か ら富栄養湖へ と 変化 してい く

現象を富栄養化と い う
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